
 

 

 

 

 

 

少しずつ春の暖かさが感じられるようになってきました。6 年生は卒業まで約 2 週間となりました。

小学校生活でやり残したことのないように、一日一日たくさんのことを学び、楽しみながら小学校生活

を締めくくってほしいと思います。 

 

 

 今年度も感染症対策として各学年の 6年生へのメッセージや発表を事前に録画をし、そのムービーを

6年生に見てもらう形での送る会となりました。 

 6年生は、5年生の教室で各学年の発表を見て、他の学年は自分の教室と音楽室で中継の様子を見る

という「6年生を送る会」という番組を見る形となりました。 

 コロナ禍の影響があり、感染症対策として 2年前からこのような形で実施していました。初めて各学

年の動画を見て私は、6年生への感謝を伝えたり、6年生のよさをみつけたりする作品となっているこ

と、動画の完成度に驚きました。しかし、一方で私は様々な思いを直接対面で伝えていく場を今後模索

していきたいと改めて思いました。各学年動画づくりは苦労しながらしていましたが、やり直しがきき

ます。一方対面では、直接表情や息遣いを感じとることができます。6年生への感謝や尊敬する気持ち

は動画で伝わったと思いますが、その時の思いや緊張感、表情など伝わらなかったものもあるようにも

私個人としては感じました。 

 しかしながら、子どもたちのアイデア、工夫、先生方の動画編集など素晴らしいものはたくさんあり、

素敵な送る会となり、6年生にとって楽しい思い出の 1ページに残る行事となったと思います。 

 5年生への校旗の継承が行われ、これからは、5年生が河原田小学校のリーダーとしての役割を果た

さなければなりません。送る会の計画・当日の運営などがんばりました。これからも全校児童のために

すすんで行動できる最上級生となり、6年生が安心して卒業できるようにしてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 四日市市立河原田小学校 

学校通信  

令和５年 ３月 １日（水） 

文責 校長 鳥居 純樹 

6年生を送る会 

Zoomを見る教室の様子（上左・上中） 

6年生からのプレゼント渡し（上右） 

6年生から5年生への校旗継承（下左） 

各学年の花道を歩く 6年生（下右） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 10日（金）に文部科学省から「卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方につい

て（通知）」が出され、それをもとに四日市市教育委員会から卒業式におけるマスク着用について以下の

通りの通知がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上記の通知をもとに卒業式でのマスクの着脱も含めて取り組みをすすめていきます。ご理解いただき

ますようお願いします。 

【3月の行事予定】 

 2日（木） SC来校日 

 3日（金） 河原田保育園学校見学 町別児童会・町別下校 

       平常日課 5限 14：15町別下校 

 ６日（月） 卒業お祝い給食 6年生謝恩会 1～5年 13：55下校、6年 15:30下校 

 ９日（木） SC来校日、南中乗り入れ授業（6年） 

１０日（金） 6年奉仕作業 6年図書返却完了日 

１６日（木） SC来校日 

１７日（金） 卒業式前日準備 5年 15:00下校、1～4年・6年 13：30下校 

       在校生図書返却完了日 

２０日（月） 第 114回卒業証書授与式 

２１日（火） 春分の日 

２２日（水） 給食最終日 B日課 4限 12：55下校 

２３日（木） 3限日課 11：10下校 

２４日（金） 修了式・離任式 机椅子移動 特日課 10：30下校、5年 11：1０下校 

 

【4月の主な行事予定】 

25日（土）～4月 5日（木）学年末・学年始休業日 

4月 6日（金） 着任式、始業式、入学式 

4月 22日（土） 授業参観（２～4限分散）PTA総会（文書） 

 

  卒業式について 

◎式典全体を通して、児童生徒及び教職員はマスクを外すことを基本とする。 

◎保護者には、マスク着用を依頼し、座席間の距離を確保する。 

◎壇上での校長等による式辞や来賓の祝辞、開式・閉式の辞で児童生徒等との十分な身体的距離が確保さ

れていれば、マスクを外して差し支えない。 

◎地域関係者等は、最小限とする。 

◎卒業証書授与については、児童生徒はマスクを外しても差し支えないが、授与の際に児童に話しかける場合

には、校長はマスクを着用するなどの感染症対策を講じる。 

◎国歌・校歌の斉唱や呼びかけについては、マスクの着用等一定の感染症対策を講じた上で実施する。 

◎児童生徒や教職員が様々な事情により感染不安によるマスク着用や健康上の理由によりマスクの着用がで

きない場合もあるので、マスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導する。 

◎令和 5年 3月 31日までの年度内の卒業式以外の学校教育活動において従来通り、文科省のマニュアル等

を踏まえつつメリハリのあるマスクの着用を行うこと。 


